
申告フローチャート 申告が必要か確認しましょう（簡単な目安ですので、当てはまらない場合があります）

令和８年１月１日現在、

川口市に住民票がある
川口市への申告は不要です

令和８年１月１日現在居住の市区町村に申告してくださいいいえ

はい

令和７年１月から１２月までに収入(所得)があった 申告が必要な場合があります
いいえ

はい

税務署に確定申告書を提出する
市民税・県民税申告は不要です

はい

いいえ

給与・年金以外に所得があった 市民税・県民税申告をしてください

※ほかの所得が20万円を超える場合は確定申告が必要ですはい

いいえ

源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける

または源泉徴収票の記載内容に変更がある はい

市民税・県民税の申告をしてください

いいえ
市民税・県民税の申告は不要です※所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を税務署へ提出してください。

※申告書（確定申告、市民税・県民税申告）を提出した場合は、

ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になります。


